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政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
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東
京
都
規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て

「
（
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
個
人
情
報
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条

条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
障
害
者
関
係
情
報

は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
調
査
及

び
判
定
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の
程
度
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及

び
障
害
の
程
度
並
び
に
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
ハ
の
判
定
に
関
す
る
情
報
と
す
る
。

第
十
三
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

第
十
九
条

条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

住
宅
条
例
第
五
十
一
条
、
第
六
十
八
条
第
三
項
、
第
七
十
三
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
第
三
項

及
び
第
八
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
又
は
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関

す
る
事
務

二

住
宅
条
例
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
使
用
料
の
決
定
に
関
す
る
事
務

三

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
及

び
第
五
十
九
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
保
証
金
の
減
免
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る

事
務

四

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

五

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

六

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

七

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

八

住
宅
条
例
第
五
十
一
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

九

住
宅
条
例
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
並
び
に
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、

第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
収
入
額
の
認
定

又
は
改
定
に
関
す
る
事
務

十

住
宅
条
例
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

十
一

住
宅
条
例
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
額
に
関
す
る
事
務

十
二

住
宅
条
例
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
申
込
み
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

十
三

住
宅
条
例
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
又
は
徴
収
猶
予
の
申
請
に
係
る
審

査
に
関
す
る
事
務

十
四

規
則
第
三
十
六
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
申
込
み
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

十
五

身
体
障
害
者
（
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体
不
自
由
）
・
高
齢
者
に
対
す
る
住
宅
設
備
等

改
善
事
業
実
施
要
領
に
よ
る
住
宅
設
備
改
善
工
事
の
申
込
み
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

十
六

特
定
駐
車
場
使
用
承
諾
基
準
に
よ
る
承
諾
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

第
二
十
条

条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

二

細
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

三

細
則
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

四

細
則
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務
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五

身
体
障
害
者
（
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体
不
自
由
）
・
高
齢
者
に
対
す
る
住
宅
設
備
等
改

善
事
業
実
施
要
領
に
よ
る
住
宅
設
備
改
善
工
事
の
申
込
み
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

第
二
十
一
条

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

福
祉
住
宅
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

二

福
祉
住
宅
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

三

福
祉
住
宅
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

四

福
祉
住
宅
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

五

福
祉
住
宅
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
収
入
額
の
認
定
又
は
改
定
に
関
す
る
事
務

六

身
体
障
害
者
（
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体
不
自
由
）
・
高
齢
者
に
対
す
る
住
宅
設
備
等
改

善
事
業
実
施
要
領
に
よ
る
住
宅
設
備
改
善
工
事
の
申
込
み
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

第
二
十
二
条

条
例
別
表
第
二
の
六
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
五
条
、
第
六
条
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
申
込
み

に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

二

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
減
免
の
申
請
に
係
る

審
査
に
関
す
る
事
務

三

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関

す
る
事
務

四

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関

す
る
事
務

五

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
申
込
み
に
係
る
審
査
に

関
す
る
事
務

六

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
又
は
徴
収
猶
予
の
申

請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

七

規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

八

規
則
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

九

特
定
駐
車
場
使
用
承
諾
基
準
に
よ
る
承
諾
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

第
二
十
三
条

条
例
別
表
第
二
の
七
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
減
免
の
申
請
に
係
る

審
査
に
関
す
る
事
務

二

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関

す
る
事
務

三

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関

す
る
事
務

四

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
申
込
み
に
係
る
審
査
に

関
す
る
事
務

五

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
又
は
徴
収
猶
予
の
申

請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

六

規
則
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

七

規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

八

特
定
駐
車
場
使
用
承
諾
基
準
に
よ
る
承
諾
の
申
請
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
務

第
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特

定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
事
務
）
」
を
付
す
る
。

第
十
一
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
五
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
四
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
三
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
二
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
五
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

一
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

条
と
す
る
。
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第
四
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九

条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

第
四
条

条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
に

お
い
て
「
住
宅
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
、
第
六
十
八
条
第
三
項
、
第
七
十
三
条
第
三
項
、

第
七
十
六
条
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
又
は
第
九
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
事
務

二

住
宅
条
例
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
使
用
料
の
決
定
に
関
す
る
事
務

三

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
及

び
第
五
十
九
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
保
証
金
の
減
免
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に

係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応

答
に
関
す
る
事
務

五

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応

答
に
関
す
る
事
務

六

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務

七

住
宅
条
例
第
五
十
条
（
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
、

第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

八

住
宅
条
例
第
五
十
一
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は

当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

九

住
宅
条
例
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
並
び
に
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、

第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
収
入
額
の
認
定

又
は
改
定
に
関
す
る
事
務

十

住
宅
条
例
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
一

住
宅
条
例
第
七
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
額
に
関
す
る
事
務

十
二

住
宅
条
例
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
申
込
み
の
受
理
、
当
該
利
用
申
込
み

に
係
る
審
査
又
は
当
該
利
用
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
三

住
宅
条
例
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
若
し
く
は
徴
収
猶
予
の
申
請
の
受

理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
四

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
及
び

第
十
九
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十

六
条
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
申
込
み
の

受
理
、
当
該
使
用
申
込
み
に
係
る
審
査
又
は
当
該
使
用
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
五

規
則
第
三
十
六
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
六

身
体
障
害
者
（
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体
不
自
由
）
・
高
齢
者
に
対
す
る
住
宅
設
備
等

改
善
事
業
実
施
要
領
（
平
成
五
年
四
月
一
日
付
四
住
管
管
第
六
百
五
十
号
住
宅
局
長
決
定
）
に
よ

る
住
宅
設
備
改
善
工
事
の
申
込
み
の
受
理
、
当
該
申
込
み
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
込
み
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務
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十
七

特
定
駐
車
場
使
用
承
諾
基
準
（
平
成
十
二
年
三
月
十
四
日
付
十
一
住
管
指
第
七
百
六
十
四
号

住
宅
局
管
理
部
長
決
定
）
に
よ
る
承
諾
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請

に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
五
条

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
二

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
「
細
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、

当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

細
則
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

細
則
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

身
体
障
害
者
（
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体
不
自
由
）
・
高
齢
者
に
対
す
る
住
宅
設
備
等
改

善
事
業
実
施
要
領
に
よ
る
住
宅
設
備
改
善
工
事
の
申
込
み
の
受
理
、
当
該
申
込
み
に
係
る
審
査
又

は
当
該
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
六
条

条
例
別
表
第
一
の
五
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二

十
一
条
に
お
い
て
「
福
祉
住
宅
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免
の

申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

福
祉
住
宅
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審

査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

福
祉
住
宅
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審

査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

福
祉
住
宅
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届

出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

福
祉
住
宅
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
収
入
額
の
認
定
又
は
改
定
に
関
す
る
事
務

六

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号
）
第
十
三
条
の

二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

七

身
体
障
害
者
（
視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体
不
自
由
）
・
高
齢
者
に
対
す
る
住
宅
設
備
等
改

善
事
業
実
施
要
領
に
よ
る
住
宅
設
備
改
善
工
事
の
申
込
み
の
受
理
、
当
該
申
込
み
に
係
る
審
査
又

は
当
該
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
七
条

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
条
例
第
百
三
号
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
「
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
六
条
又
は
第

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
申
込
み
の
受
理
、
当
該
使
用
申
込
み
に
係
る
審
査
又
は
当
該
使

用
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
減
免
の
申
請
の
受
理
、

当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申

請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申

請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
申
込
み
の
受
理
、
当
該

利
用
申
込
み
に
係
る
審
査
又
は
当
該
利
用
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

六

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
若
し
く
は
徴
収
猶
予

の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
三
号
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

九

規
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
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十

規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該

届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
十
一

規
則
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当

該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務

十
二

特
定
駐
車
場
使
用
承
諾
基
準
に
よ
る
承
諾
の
申
請
の
受
理
、

当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

第
八
条

条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
（
平
成
五
年
東
京
都
条
例

第
六
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
「
特

定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
使
用
料
等
の
減
免
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係

る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車

場
の
利
用
申
込
み
の
受
理
、
当
該
利
用
申
込
み
に
係
る
審
査
又

は
当
該
利
用
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
利
用

料
金
の
減
免
若
し
く
は
徴
収
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請

に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

六

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
東

京
都
規
則
第
百
四
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
に

お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応

答
に
関
す
る
事
務

七

規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出

に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

規
則
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該

届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
九

規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該

届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
十

特
定
駐
車
場
使
用
承
諾
基
準
に
よ
る
承
諾
の
申
請
の
受
理
、

当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
十

一
月
二
十
一

日

武
蔵
村
山
市
三

ツ
木
三
丁
目
三

十
六
番
十
一
及

び
同
番
二
十
二

延
長三

〇
・
九
六

幅
員

四
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
十

二
月
十
八
日

国
立
市
中
二
丁

目
十
四
番
二
十

三
の
一
部

延
長二

五
・
一
五

幅
員

四
・
〇
〇

同
右

同
右

福
生
市
大
字
福

生
字
加
美
千
二

百
十
番
一
の
一

部

延
長四

〇
・
〇
三

幅
員

五
・
〇
〇

〜
六
・
〇
〇
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◉
東
京
都
告
示
第
七
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
十

二
月
二
十
五

日

武
蔵
村
山
市
榎

二
丁
目
四
十
七

番
二
及
び
同
番

三
の
各
一
部

延
長八

七
・
二
〇

幅
員

五
・
〇
〇

同
右

同
右

武
蔵
村
山
市
大

南
一
丁
目
八
番

五
の
一
部
、
同

番
六
、
九
番
四

の
一
部
、
同
番

十
七
及
び
同
番

十
八
の
一
部

延
長八

五
・
八
六

幅
員

五
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
二
月
九
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
テ
ィ
ー
ラ
イ
フ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

鈴
木

哲
史

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

杉
並
区
荻
窪
五
丁
目
二
十
六
番
十
三
号
Ｄ
ａ

ｉ
ｗ
ａ
荻
窪
ビ
ル
六
Ｆ

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
五
三
八
五
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
二
月
九
日

午
後
四
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ン
・
ア
ン
ド
・
パ
ー
ト
ナ

ー

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

雛
形

訓
行

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

杉
並
区
高
円
寺
南
四
丁
目
二
十
三
番
五
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
三
一
二
一
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
三
年
七
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
四
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年1月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18477号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
七
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

江
古
田
ア
パ
ー
ト

（
１
、
２
、
３
号
棟
）

中
野
区
江
古
田
三
丁
目
一
番

中
層
耐
火

五
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸



（第18477号）東 京 都 公 報令和8年1月30日（金曜日）９



令和8年1月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18477号） １０

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18477号）東 京 都 公 報令和8年1月30日（金曜日）１１

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

八
幡
山
三
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１７
号
棟
）

世
田
谷
区
八
幡
山
三
丁
目
三
十
七

番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
六
戸

三
二
、
〇
〇
〇
円

七
三
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
四
〇
〇
円

八
五
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
三
、
七
〇
〇
円

九
九
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
三
、
三
〇
〇
円

一
二
一
、
六
〇
〇
円

板
橋
富
士
見
町
第
３
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

板
橋
区
富
士
見
町
二
十
六
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

三
〇
、
三
〇
〇
円

九
七
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
五
、
四
〇
〇
円

一
一
三
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
一
、
九
〇
〇
円

一
三
四
、
九
〇
〇
円

石
神
井
台
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

練
馬
区
石
神
井
台
四
丁
目
五
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
〇
、
二
〇
〇
円

九
三
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
五
、
三
〇
〇
円

一
〇
八
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

四
一
、
八
〇
〇
円

一
二
八
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
一
、
七
〇
〇
円

一
二
八
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
〇
、
一
〇
〇
円

一
五
四
、
三
〇
〇
円

石
神
井
台
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
８
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
〇
、
二
〇
〇
円

九
二
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
五
、
三
〇
〇
円

一
〇
八
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

四
一
、
八
〇
〇
円

一
二
八
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
〇
、
一
〇
〇
円

一
五
四
、
二
〇
〇
円

下
石
原
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１０
号
棟
）

調
布
市
下
石
原
一
丁
目
十
六
番
地

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

二
八
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
三
、
六
〇
〇
円

一
一
八
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

三
九
、
八
〇
〇
円

一
四
〇
、
四
〇
〇
円

日
野
新
井
ア
パ
ー
ト

（
８
号
棟
）

日
野
市
新
井
三
丁
目
一
番
地
の
三

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

八
〇
戸

二
六
、
一
〇
〇
円

七
七
、
六
〇
〇
円



令和8年1月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18477号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
七
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
二
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

三
〇
、
五
〇
〇
円

九
〇
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

三
六
、
三
〇
〇
円

一
〇
七
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
一
〇
〇
円

一
〇
七
、
三
〇
〇
円



（第18477号）東 京 都 公 報令和8年1月30日（金曜日）１３

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

八
幡
山
三
丁
目
第
２
ア
パ

ー
ト
駐
車
場

世
田
谷
区
八
幡
山
三
丁

目
三
十
七
番

七
六
区
画

板
橋
富
士
見
町
第
３
ア
パ

ー
ト
駐
車
場

板
橋
区
富
士
見
町
二
十

六
番

二
四
区
画

石
神
井
台
四
丁
目
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

練
馬
区
石
神
井
台
四
丁

目
五
番

二
七
区
画

日
野
新
井
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

日
野
市
新
井
三
丁
目
一

番
地
の
三

八
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申

出
に
基
づ
き
認
定
し
た
病
院
及
び
同
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
病
院
を
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年1月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18477号） １４



（第18477号）東 京 都 公 報令和8年1月30日（金曜日）１５



令和8年1月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18477号） １６



（第18477号）東 京 都 公 報令和8年1月30日（金曜日）１７
◉
東
京
都
告
示
第
八
十
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
八

年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
た
め

三

失
効
年
月
日

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日

四

罰
則
の
適
用

こ
の
指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

練
馬
川
口

二

変
更
の
区
間

練
馬
区
東
大
泉
二
丁
目
千
七
十
三
番
一
地
先
か

ら
同
区
大
泉
町
二
丁
目
千
六
十
九
番
十
四
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和8年1月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第18477号） １８



（第18477号）東 京 都 公 報令和8年1月30日（金曜日）１９
◉
東
京
都
告
示
第
八
十
二
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
設
置
し
、
供
用
を

開
始
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

級
別

規
模

所
在
地

開
始
年

月
日

野
積
場

十
号
地
ふ

頭
Ｂ
野
積

場

一
級

一
三
、
五
六
四

・
三
七
平
方
メ

ー
ト
ル

江
東
区

有
明
四

丁
目
十

四
番
地

令
和
八

年
二
月

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
一
日
限
り
で
次
の
港

湾
施
設
の
供
用
を
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

級
別

規
模

構
造

所
在
地

荷
役

機
械

器
具

置
場

月
島
荷
役

機
械
器
具

置
場

一
級

一
九
・
四

四
平
方
メ

ー
ト
ル

鉄
骨
造

中
央
区
勝
ど
き

五
丁
目
十
二
番

九
号

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３０号

次
の
者
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１２２号

）
第
８
条
第
３
号
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
７
年
１２月

１２日
風
俗
営
業
の
許
可
を

取
り
消
し
た
。

お
っ
て
、
被
処
分
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
通
達
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
告
示
を
も
っ
て
通
達
に
代
え
る
。

令
和
８
年
１
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
氏
名

目
黒
区
目
黒
一
丁
目
４
番
１６号

目
黒
Ｇ
ビ
ル
１
階

「
Ｃ
ｈ
ｕ
Ｃ
ｈ
ｕ
」
齋
藤
結
一

２
処
分
事
由

正
当
な
事
由
が
な
く
６
月
以
上
休
業

３
そ
の
他

⑴
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
生
活
安
全
部
保
安
課
経
由
）
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

⑵
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
東
京
都
を
被
告
と

し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
東
京
都
を
代
表
す
る
者
は
東
京
都
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
上
記
⑴
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
）
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
一
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇

給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す

る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
交
通
局
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
四
備
考
二
中
「
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
一
級
」
を
「
者

で
あ
っ
て
、
職
務
の
級
一
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
、
職
種

欄
の
「
技
術
」
の
区
分
」
に
改
め
、
「
職
種
欄
の
「
事
務
」
の
区
分

の
適
用
を
受
け
る
者
の
初
任
給
欄
の
号
給
を
一
級
四
十
四
号
給
と
、

職
種
欄
の
「
技
術
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
の
」
を
削
り
、

「
一
級
四
十
号
給
と
、
職
務
の
級
一
級
」
を
「
一
級
四
十
一
号
給
と
、

職
種
欄
の
「
技
術
」
の
区
分
」
に
、
「
一
級
四
十
三
号
給
」
を
「
一

級
四
十
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
五
中
「
一
級
四
十
号
給
」
を
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「
一
級
四
十
一
号
給
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東

京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て

「
（
昇
格
）
」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

職
員
を
前
項
以
外
の
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
の

職
務
の
級
に
つ
い
て
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
経
験
年
数
を
有

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る

経
験
年
数
の
う
ち
二
分
の
一
以
上
の
年
数
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職

務
の
級
に
在
級
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
別
な
場
合
の
昇
格
）
」
を
付

し
、
同
条
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

外
国
派
遣
さ
れ
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、

部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

別
表
第
三
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

職
種
及
び
試
験
（
選
考
）
欄
の
区
分
が
事
務
及
び
技
術
職
員

か
つ
経
験
者
（
技
術
）
の
者
で
あ
つ
て
、
職
務
の
級
一
級
の
適

用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る
「
大

学
専
攻
科
卒
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

初
任
給
の
欄
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四

十
一
号
給
」
と
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る
「
修
士
課
程
修

了
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給

の
欄
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四
十
五
号

給
」
と
す
る
。

別
表
第
三
備
考
７
中
「
一
級
四
十
号
給
」
を
「
一
級
四
十
一
号

給
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
四
の
二
備
考
２
中
「
に
お
け
る
「
国
家
公
務
員
等
、
地
方
公
務
員
又
は
公
共
企
業
体
、
政
府

関
係
機
関
若
し
く
は
外
国
政
府
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
」
又
は
「
民
間
に
お
け
る
企
業
体
、
団
体

等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
」
を
「
の
経
歴
の
種
類
欄
に
お
け
る
「
国
、
地
方
公
共
団
体
、
旧
公
共

企
業
体
、
政
府
関
係
機
関
、
外
国
政
府
又
は
民
間
に
お
け
る
企
業
体
、
団
体
等
の
職
員
等
と
し
て
の
在

職
期
間
」
又
は
「
そ
の
他
の
期
間
」
の
区
分
中
「
職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と

認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
も
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程

第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
昇
格
）
」
を
付
し
、
同
条
第
二
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

職
員
を
前
項
以
外
の
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
級
別
資
格
基

準
表
に
定
め
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
経

験
年
数
の
う
ち
二
分
の
一
以
上
の
年
数
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
の
級
に
在
級
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
七
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
別
な
場
合
の
昇
格
）
」
を
付
し
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
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衡
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

別
表
第
三
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

試
験
（
選
考
）
欄
の
区
分
が
経
験
者
の
者
で
あ
つ
て
、
職
務
の
級
一
級
の
適
用
を
受
け
る
も

の
の
う
ち
、
職
種
欄
の
「
技
術
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る
「
大

学
専
攻
科
卒
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
初
任
給
の
欄
中
「
一
級
三
十
七

号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四
十
一
号
給
」
と
、
職
種
欄
の
「
技
術
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
、

経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る
「
修
士
課
程
修
了
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て

は
初
任
給
の
欄
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四
十
五
号
給
」
と
す
る
。

別
表
第
三
備
考
５
中
「
一
級
四
十
号
給
」
を
「
一
級
四
十
一
号
給
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
（
第
十
三
条
関
係
）

経
験
年
数
換
算
表

経

歴

の

種

類

職
員
の
職
務
と
の
関
係

換
算
率

備

考

国
、
地
方
公
共
団
体
、
旧

公
共
企
業
体
、
政
府
関
係

機
関
、
外
国
政
府
又
は
民

間
に
お
け
る
企
業
体
、
団

体
等
の
職
員
等
と
し
て
の

在
職
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ

の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と

認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事

し
た
も
の
（
常
時
勤
務
に

服
す
る
者
と
し
て
職
務
に

従
事
し
た
期
間
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
期
間
に
限

る
。
）

十
割

国
の
職
員
と
は
、
国
家
公

務
員
並
び
に
国
立
大
学
法

人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
国
立
大

学
法
人
及
び
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
大
学
共
同
利

用
機
関
法
人
の
職
員
を
い

う
。

そ
の
他
の
も
の

十
割
以

下

学
校
又
は
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
け
る
在
学
期

間

十
割
以

下

在
学
年
数
は
正
規
の
修
学

年
数
の
範
囲
内
と
す
る
。

そ
の
他
の
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ

の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と

認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事

し
た
も
の

十
割
以

下

そ
の
他
の
も
の

五
割
以

下

別
表
第
四
の
二
備
考
２
中
「
に
お
け
る
「
国
家
公
務
員
等
、
地
方
公
務
員
又
は
公
共
企
業
体
、
政
府

関
係
機
関
若
し
く
は
外
国
政
府
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
」
又
は
「
民
間
に
お
け
る
企
業
体
、
団
体

等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
」
を
「
の
経
歴
の
種
類
欄
に
お
け
る
「
国
、
地
方
公
共
団
体
、
旧
公
共

企
業
体
、
政
府
関
係
機
関
、
外
国
政
府
又
は
民
間
に
お
け
る
企
業
体
、
団
体
等
の
職
員
等
と
し
て
の
在

職
期
間
」
又
は
「
そ
の
他
の
期
間
」
の
区
分
中
「
職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と

認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
も
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
に
つ
い
て

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事

等
は
、
完
了
し
た
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

特
定
開
発
区
域
又
は
工
区

に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
東
豊
田
一
丁
目
五
十
二
番

十
二
の
一
部
、
同
番
十
三
、
同
番

十
五
か
ら
同
番
十
九
ま
で
、
同
番

二
十
七
及
び
同
番
二
十
八

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
三
番
一

号
二
十
九
階
Ａ

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
株
式

会
社支

配
人

山
本

洋
輔

雑

報
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